消防水利の維持及び管理に関する協定書
　岡崎市消防長（以下「甲」という。）と　　　　　　　　　　　　　　　　
（以下「乙」という。）は、都市計画法（昭和43年法律第100号）、消防法（昭和23年法律第186号）第30条第２項及び開発行為に係る消防水利の指導基準（平成５年６月25日施行）に基づき、次のとおり協定を締結する。
第１条　この協定は、乙が設置した消防水利施設の維持、管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
第２条　この協定の対象となる消防水利施設は、次のとおりとする。
　⑴　
⑵　　㎥級耐震性防火水槽
⑶　消防水利標識
第３条　乙は善良な管理者の注意をもって、消防水利施設の維持管理に関する一切の業務（以下「管理業務」という。）を行わなければならない。

２　乙は、管理業務にあたり、消防水利施設の維持及び管理をするうえで必要な修繕及び点検等を行うものとする。

３　管理業務に要する費用は、全て乙の負担とする。

４　乙は消防水利施設を常時使用可能な状態にしておかなければならない。
第４条　甲は、火災及びその他の災害が発生したとき、乙に承諾を得ることなく消防水利施設を使用することができる。
第５条　甲は、消防水利施設の調査を実施したときは、必要に応じて、その結果を乙に報告しなければならない。
第６条　乙は消防水利施設を変更又は廃止しようとするときは、あらかじめ甲と協議しなければならない。
第７条　消防水利施設の設置又は管理の瑕疵等により第三者に損害を生じたときは、乙がその責めを全て負うものとする。
第８条　乙は、消防水利施設の所有権等を第三者に譲渡する場合は、遅滞なく甲へ報告し、所有権等を取得しようとする者に、この協定の再締結を行わせなければならない。
第９条　この協定の有効期間は、この協定の締結の日から乙がその管理する消防水利施設の用途を廃止する日までとする。
第10条　この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲及び乙が協議して決定するものとする。
　　この協定の証として本書２通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、それぞれ１通を保有する。
　令和　　年　　月　　日

甲　岡崎市朝日町３丁目４番地
　　岡崎市消防長　　　　　　　　　　　印

乙　住所
　　名称
　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　印
